
 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、低炭素社会の実現を目指し、自らが使用する電力の低炭素化に

資する再生可能エネルギー機器等（次条第３号から第５号までに定める機器をいう。

以下同じ。）の導入を行う事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

ることについて必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５５

年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 事業所 富士見市内に所在し、事業活動が行われる場所をいう（建物の総床面

積のうち２分の１以上が居住の用に供されているものを除く）。 

(2) 事業者等 市内に事業所を有する個人又は法人その他の団体をいう。 

(3) 太陽光発電システム 太陽電池を用いて太陽光を電気に変換する設備をいう。 

(4) エネルギーマネジメントシステム 建物全体の電力を自動で計測し、エネル

ギーの見える化を実現することができ、かつ、エネルギー使用の効率化及び電力

需要の制御を図ることができる設備をいう。 

(5) 定置用リチウムイオン蓄電池 リチウムイオン蓄電池を搭載し、太陽光発電シ

ステムにより発電した電力又は電力会社が供給する夜間電力を利用することによ

り、当該蓄電池に繰り返し電気を蓄え、必要に応じて当該蓄電池から電気を活用

することができる設備をいう。 

(6) 市税 富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）第３条第１号から第３号ま

でに掲げる税及び富士見市都市計画税条例（昭和４６年条例第４０号）第１条に

規定する都市計画税をいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金交付の対象となる事業者等（以下「補助対象事業者」という。）は、



次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 富士見市に納税義務のある事業者等にあっては、市税を滞納していないこと 

(2) 過去において同一又は同種の再生可能エネルギー機器等に係る市の補助金の交

付を受けていないこと 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第

７７号）第２条各項で規定する暴力団に関係する者が属していないこと 

(4) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める要件に該

当しないこと 

（補助対象事業等） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、事業者等が自

ら所有又は日常的に使用している事業所又はその敷地に、次条の補助対象機器を購

入し設置する事業（ただし、他に事業所の所有者がある場合は、全ての所有者から

同意がとれている場合に限る。）とし、補助の対象となる経費は当該機器の購入及

び設置に要した費用とする。ただし、手数料、補償費その他の機器設置工事に直接

要しない経費は補助対象経費に含めない。 

２ 補助対象事業における設置工事着工日は、第９条に規定する補助金交付決定の通

知の日以後でなければならない。 

（補助対象機器） 

第５条 補助の対象となる再生可能エネルギー機器等は、未使用のもので、別表に掲

げる要件の全てを満たすものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表に掲げる対象機器の区分に応じ、同表に定める額を限度

とする。ただし、算出された補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

２ 国及び埼玉県の補助金、その他の補助金（以下「国等の補助金」という。）を併

用する場合にあっては、補助対象経費から国等の補助金の交付額を控除する。 

（補助金の交付申請等） 

第７条 規則第４条第１項の補助金等交付申請書の様式は、様式第１号のとおりとす

る。 

２ 規則第４条第１項第１号の事業計画書の様式は、様式第２号のとおりとする。 



３ 規則第４条第１項第２号の収支予算書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

４ 規則第４条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 申請者である法人又は個人を確認することができる書類 

(2) 補助対象機器を建築物に設置する場合にあっては、当該建築物に係る登記事項

証明書又は当該建築物の固定資産税にかかる公課証明書その他の当該建築物の所

有者が確認できる書類の写し 

(3) 補助対象機器を土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証明

書その他の当該土地の所有者が確認できる書類及び公図 

(4) 補助対象機器を設置する建築物又は土地の所有者が補助対象事業者と異なる場

合にあっては、賃貸借契約書等、補助対象事業者が当該建築物又は土地を日常的

に使用していることを証する書類の写し 

(5) 補助対象事業実施予定場所の位置図 

(6) 補助対象事業実施予定場所の現況写真 

(7) 補助対象機器の仕様が分かる書類 

(8) 補助対象事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し 

(9) エネルギーマネジメントシステムのみを補助対象として交付申請する場合に

あっては、太陽光発電システムが既に設置されていることが確認できる以下のい

ずれかの書類 

ア 太陽光発電の検針票の写し（申請時点直近の発電量がわかるもの） 

イ エネルギー表示器（モニター）の画面の写真（申請時点直近の日付及び発電

量が表示されたもの） 

ウ その他太陽光発電設備システムの設置が確認できる書類 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

５ 規則第４条第１項の市長が定める期日は、当該年度の６月１日から９月３０日

（その日が富士見市の休日を定める条例（平成２年条例第１４号）第１条第１項に

規定する市の休日に当たるときは、その日以後に到来する当該休日ではない最初の

日）までの間とする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要がある

と市長が認めたときは、当該期日を変更することができる。 

６ 前項ただし書の規定により、期日を変更する場合は、当該変更する期日を市の

ホームページ又は広報紙への掲載により事前に公表しなければならない。 



（変更等の様式等） 

第８条 規則第６条第１項第１号の変更に係る申請の様式は、様式第４号のとおりと

する。 

２ 規則第６条第１項第３号の中止又は廃止に係る申請の様式は、様式第５号のとお

りとする。 

３ 市長は、前２項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、

承認の可否を決定し、第１項の規定による場合において決定したときは様式第６号

により、前項の規定による場合において決定したときは様式第７号により当該申請

者に通知するものとする。 

（補助金等の交付の決定） 

第９条 規則第７条の補助金等交付決定・却下通知書の様式は、様式第８号のとおり

とする。 

（実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第９号のとお

りとする。 

２ 規則第１３条第１項第１号の事業報告書の様式は、様式第１０号のとおりとする。 

３ 規則第１３条第１項第２号の収支決算書の様式は、様式第１１号のとおりとする。 

４ 規則第１３条第１項第３号の市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 補助対象事業に要する費用が記載された工事請負契約書及び内訳書の写し 

(2) 補助対象事業に要した費用に係る支出について領収書その他証拠書類の写し 

(3) 補助対象機器の実施状況を示す写真（施工中及び完成写真） 

(4) 国等の補助金の交付決定通知書の写し（国等の補助金を併用した場合に限る。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

５ 規則第１３条第１項の市長が定める期日は、設置完了の日から３０日以内又は当

該年度の３月１５日（その日が富士見市の休日を定める条例第１条第１項に規定す

る市の休日に当たるときは、その日以後に到来する当該休日ではない最初の日）の

いずれか早い日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 規則第１４条の補助金等確定通知書の様式は、様式第１２号のとおりとす

る。 



（補助金等交付請求書の様式等） 

第１２条 規則第１６条第２項の補助金等交付請求書の様式は、様式第１３号のとお

りとする。 

（財産処分の制限） 

第１３条 規則第１９条ただし書に規定する市長が定める期間は、本事業により機器

を設置した日から起算して５年とする。 

（書類の整備等） 

第１４条 補助対象者は、補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、

かつ、それらの書類を補助対象機器の設置が完了した日の属する会計年度の翌年度

から５年間保管しなければならない。 

   附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

対 象 機 器 要    件 補助金の額 

太陽光発電 

システム 

次のア及びイに該当するもの 

ア 太陽電池容量が 1キロワット以上のもの 

イ 事業所に連系され、発電される電力が当 

 該事業所において使用されるものであるこ 

と。 

３万円／キ

ロワット(上

限６０万

円） 

エネルギー 

マネジメン

トシステム 

太陽光発電システムと併設のもの 

 

対象経費の

１／６(上限

２０万円） 

定置用リチ

ウムイオン

蓄電池 

次のア及びイに該当するもの 

ア 蓄電容量が 1キロワット以上のもの 

イ 事業所に連系され、蓄電される電力が当 

 該事業所において使用されるものであるこ 

と。 

１万円／キ

ロワット(上

限６０万

円） 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）富士見市長 

 

申請者 

所 在 地 

事業者名 

代表者氏名 

電話番号    （    ） 

 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金の交付を受けたいので、補

助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定により、下記のとおり申請します。 

なお、市長がこの補助金に係る交付決定の審査のため、私の市税の納付に関する

情報を利用することに同意します。 

 

記 

 

１ 交付申請額              円 

 

２ 添 付 書 類 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 申請者である法人又は個人を確認することができる書類 

(4) 補助対象機器を建築物に設置する場合にあっては、当該建築物に係る登記事

項証明書又は当該建築物の固定資産税にかかる公課証明書その他の当該建築物



の所有者が確認できる書類の写し 

(5) 補助対象機器を土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証

明書その他の当該土地の所有者が確認できる書類及び公図 

(6) 補助対象機器を設置する建築物又は土地の所有者が補助対象事業者と異なる

場合にあっては、賃貸借契約書等、補助対象事業者が当該建築物又は土地を日

常的に使用していることを証する書類の写し 

(7) 補助対象事業実施予定場所の位置図 

(8) 補助対象事業実施予定場所の現況写真 

(9) 補助対象機器の仕様が分かる書類 

(10) 補助対象事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し 

(11) エネルギーマネジメントシステムのみを補助対象として交付申請する場合に

あっては、太陽光発電システムが既に設置されていることが確認できる以下い

ずれかの書類 

ア 太陽光発電の検針票の写し（申請時点直近の発電量がわかるもの） 

イ エネルギー表示器（モニター）の画面の写真（申請時点直近の日付及び発

電量が表示されたもの） 

ウ その他太陽光発電設備システムの設置が確認できる書類 

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

 



様式第２号（第７条関係） 

事 業 計 画 書 

補助金交付 
申 請 者 

所 在 地  

事 業 者 名  

代 表 者 名  

申 請 者 の 区 分 個人 ・ 法人 ・ その他の団体 

補助対象事業
を実施する 

事 業 所 

※補助対象機器

の設置場所 

所 在 地  

事 業 所 名  

上記事業所の
所 有 者 

※上記申請者と 

 異なる場合の 

 み記入    

住所又は所在地  

氏名又は事業者名 

及 び 代 表 者 名 
 

太陽光発電 
シ ス テ ム 

モジュー
ル 

メーカー  型 番  

出  力 Kw（公称出力に枚数を乗じた値） 

パワーコ
ン デ ィ
ショナー 

メーカー  型 番  

交流出力
定格容量 kw（メーカー公表値） 

エネルギー 
マ ネ ジ メ ン
トシステム 

メ ー カ ー  型 番  

定置用リチ 
ウムイオン 
蓄 電 池 

メ ー カ ー  型 番  

蓄 電 容 量 kwh（メーカー公表値） 

補 助 対 象 機 器 等 設 置 工 事 の 
着 工 予 定 日 及 び 竣 工 予 定 日 

着工日 ：   年  月  日 

竣工日 ：   年  月  日 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

項   目 予算額（円） 摘  要 

自 己 資 金   

市 補 助 金   

国等の補助金   

そ の 他   

合   計   

 

 

２ 支出の部 

補 助 対 象 機 器 

予 算 額 

摘  要  うち市補助 

対 象 額 

    

    

    

合   計 
   



様式第４号（第８条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金変更承認申請書 

 

年  月  日 

（宛先）富士見市長 

申請者 

所 在 地 

事業者名 

代表者氏名 

電話番号    （    ） 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた補助対象

事業について、変更の承認を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第

６条第１項第１号の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業を実施する事業所 

  所 在 地 

 事業所名 

 

２ 変更理由 

 

３ 変更内容 

(1) 変更前 

(2) 変更後 



様式第５号（第８条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金中止（廃止）承認申請書 

 

年  月  日 

（宛先）富士見市長 

申請者 

所 在 地 

事業者名 

代表者氏名 

電話番号    （    ） 

 

     年  月  日付け  第   号により補助金交付の決定を受けた

補助事業について、中止（廃止）の承認を受けたいので、補助金等の交付手続等に

関する規則第６条第１項第３号の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１  申請区分     中止 ・ 廃止 

 

２  補助金交付の決定を受けた事業所 

  所 在 地 

 事業所名 

 

３  中止期間又は廃止時期 

 

４ 理 由 



様式第６号（第８条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者 

補 助 金 変 更 承 認 ・ 不 承 認 決 定 通 知 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

富士見市長         □印 

 

    年  月  日付けで変更申請のありました富士見市再生可能エネル

ギー機器等導入事業者補助金については、下記のとおり決定しましたので、富士見

市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金要綱第８条第３項の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 承 認 

(1) 補助対象事業を実施する事業所  

  所 在 地 

 事業所名    

(2) 承認内容 

  （変更前） 

  （変更後） 

(3) 承認条件 

 

２ 不承認 

（理由） 



様式第７号（第８条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者 

補助金中止（廃止）承認・不承認決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

富士見市長         □印 

 

    年  月  日付けで中止（廃止）承認申請のありました富士見市再生

可能エネルギー機器等導入事業者補助金については、下記のとおり決定しましたの

で、富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金要綱第８条第３項の規定

により通知します。 

 

記 

 

１ 承 認 

(1) 承認区分       中止 ・ 廃止 

 (2) 補助金交付の決定を受けた事業所  

  所 在 地 

 事業所名 

 (3) 承認条件 

 

２ 不承認 

（理由） 



様式第８号（第９条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金交付決定・却下通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

富士見市長         □印 

 

    年  月  日付けで申請のありました富士見市再生可能エネルギー機

器等導入事業者補助金については、下記のとおり決定しましたので、補助金等の交

付手続等に関する規則第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定 

(1) 交付決定額            円 

(2) 補助対象事業を実施する事業所 

  所 在 地 

 事業所名 

(3) 支 払 方 法         口座振込 

(4) 交 付 条 件 

 

２ 却  下 

（理由）



様式第９号（第１０条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

（宛先）富士見市長 

申請者 

所 在 地 

事業者名 

代表者氏名 

電話番号    （    ） 

 

    年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた補助対象

事業が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第１３条第１項の規定に

より、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 交付決定額             円 

 

２ 補助対象事業を実施する事業所 

  所 在 地 

 事業所名 

 

３ 事業完了日 

 

４ 添 付 書 類 

(1) 事業報告書（様式第１０号） 

(2) 収支決算書（様式第１１号） 



(3) 補助対象事業に要する費用が記載された工事請負契約書及び内訳書の写し 

(4) 補助対象事業に要した費用に係る支出について領収書その他証拠書類の写し 

(5) 補助対象事業の実施状況を示す写真（施工中及び完成写真） 

(6) 国等の補助金の交付決定通知書の写し（国等の補助金を併用した場合に限

る。） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



様式第１０号（第１０条関係） 

事 業 報 告 書 

補助金交付  
申 請 者  

所 在 地   

事 業 者 名   

代 表 者 名   

申 請 者 の 区 分 個人 ・ 法人 ・ その他の団体 

補助対象事業
を実施する  

事 業 所  

※補助対象機器

の設置場所 

所 在 地   

事 業 所 名   

上記事業所の
所 有 者  

※上記申請者と 

 異なる場合の 

 み記入    

住所又は所在地  

氏名又は事業者名 

及 び 代 表 者 名 
 

太陽光発電  

シ ス テ ム 

モジュー
ル 

メーカー  型 番  

出  力 Kw（公称出力に枚数を乗じた値） 

パワーコ
ン デ ィ
ショナー 

メーカー  型 番  

交流出力
定格容量 kw（メーカー公表値） 

エネルギー  
マ ネ ジ メ ン
トシステム  

メ ー カ ー   型 番  

定置用リチ  
ウムイオン  
蓄 電 池  

メ ー カ ー   型 番  

蓄 電 容 量  kwh（メーカー公表値） 

補 助 対 象 機 器 等 設 置 工 事 の 
着 工 予 定 日 及 び 竣 工 予 定 日 

着工日 ：   年  月  日 

竣工日 ：   年  月  日 



様式第１１号（第１０条関係） 

 

収 支 決 算 書 

 

１ 収入の部 

項   目 予算額（円） 決算額（円） 摘  要 

自 己 資 金    

市 補 助 金    

国県の補助金    

そ の 他    

合   計    

 

 

２ 支出の部 

補助対象機器 

予 算 額 決 算 額 

摘 要   うち補助 
対 象 額 

  うち補助 
対 象 額 

 
          

 
          

 
          

合 計 
          



様式第１２号（第１１条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

富士見市長         □印 

 

    年  月  日付けで実績報告のありました富士見市再生可能エネル

ギー機器等導入事業者補助金については、下記のとおり補助金の額を確定したの

で、補助金等の交付手続等に関する規則第１４条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付の決定を受けた事業所  

  所 在 地 

 事業所名 

 

２ 交付決定額             円 

 

３ 交付確定額             円 

 

４ 返 還 額             円



様式第１３号（第１２条関係） 

 

富士見市再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金交付請求書 

 

    年  月  日 

（宛先）富士見市長 

 

申請者 

所 在 地 

事業者名 

代表者氏名 

電話番号    （    ） 

 

    年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた富士見市

再生可能エネルギー機器等導入事業者補助金については、補助金等の交付手続等に

関する規則第１６条第２項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求額             円 

 

２ 補助金の振込先 

金 融 機 関 名 

           銀行 

           金庫         支店 

           農協 

預 金 種 類 普通預金  ・  当座預金 

口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名 義  

備考 通帳の写しなど振込先の分かるものを添付してください。 


